
■行 政 
●行政のしくみ  （平成 22 年 7 月 1 日現在） 
 村長―副村長― 参事    総 務 課・・・行政一般、人事、情報公開、防災・防犯、村有財産、統計、財政、情報通信、 
                      交通安全、選挙、地域振興、商工観光 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住 民 課・・・戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、外国人登録、人権問題啓発、村税の賦課徴収、 
税外収入及び徴収 

保健福祉課・・・社会福祉、社会保障、保健衛生、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療、介護保険 

国民健康保険診療所 

歯科診療所 

建 設 課・・・環境衛生、土木、建築、河川、上下水道、住宅、地籍調査、林業、農業、産業振興、入札 

会計管理者 ― 会計課・・・現金等・出納保管、基金、物品 

選挙管理委員会 事務局（総務課）
監 査 委 員 
固定資産評価審査委員会

農 業 委 員 会 

事務局（総務課）

事務局（総務課）

事務局（建設課） 

議 会 
総務厚生常任委員会 
経済建設常任委員会 事務局・・・本議会、常任委員会、公聴会、請願書・陳情書等の受理及び処理 

教育委員会 
教 育 長 事 務 局・・・小学校・中学校・幼稚園教育、文化財、文化祭、人権教育、社会教育、社会体育 

中 学 校 
小 学 校 

幼 稚 園 
給食センター 

社会福祉協議会 


